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農林水産省九州農政局 福岡県拠点だより
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MAFFとは農林水産省の英語表記「Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries」の略称です。
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市町村新任者農政研修を開催しました

 市町村新任者農政研修を開催しました

 福岡県・全国農業協同組合連合会福岡県本部が九州農政局長表彰 受賞
～ 令和７年度 知的財産権制度活用優良企業等表彰 ～

 JA糸島女性部が消費・安全局長賞を受賞 ～ 第９回食育活動表彰 ～

 ディスカバー農山漁村の宝アワード ～第12回選定～

 熱中症を予防しよう！

ご参加、ありがとうございました！

福岡県拠点では、随時、ご要望に応じて食や農に関する説明、出前授業等に対応しています。ご関心ございましたらお気軽に連絡を！

福岡県・全国農業協同組合連合会福岡県本部が九州農政局長表彰 受賞
～ 令和７年度 知的財産権制度活用優良企業等表彰 ～

▷ 詳細はこちら（九州農政局サイト）

https://www.maff.go.jp/kyusyu/press/keiei/250411.html

＊ある製品やサービスを複数種類の知的財産権で多面的に保護すること。

福岡県拠点は、５月16日、市町村の農政業務経験年数

が短い職員を対象に、農政に関する研修を開催しました。

市町村の農政担当部署では、農業経験が少ない者が担当

になることも増え、地域の農業振興に苦労しているとい

う相談を受けたこともあり、開催に至りました。研修で

は、農林水産省の予算や新食料・農業・農村基本法につ

いて説明し、フリーディスカッションを通じて課題等を

共有。参加者から、「今後の業務に活かすことができ

る」、「継続してほしい」等の感想をいただきました。

受賞のポイント

農林水産・食品分野で知的財産を戦略的に保護・活用し、成果を収めた企業等を表彰するた

め、本年度新たに創設された「九州農政局長表彰」において、福岡県及び全国農業協同組合連

合会福岡県本部が受賞しました。

〇 福岡県は、開発したイチゴの品種「福岡S6号」を保護するため、種苗法に基づく品種登録を

 行うとともに、栽培地及び生産・販売できる者を福岡県内の農家に限定。また、海外での侵

 害リスクを見据え、中国及び韓国でも育成者権を取得している。

〇 収穫物の流通・販売を行う全国農業協同組合連合会福岡県本部は、ブランド確立のため

 「あまおう／甘王」、「博多あまおう」の商標権を取得。また、海外輸出を見据え、中国、

 韓国、台湾及び香港で商標権を取得している。

〇 福岡県及び全国農業協同組合連合会福岡県本部は、互いに連携し、知財ミックス*により「あ

まおう」ブランドを確立し、かつ育成者権は品種登録後20年(当時)で権利が消滅したものの、

商標権を引き続き保持することで、そのブランドを維持し農業者の所得確保を図っている。

https://www.maff.go.jp/kyusyu/press/keiei/250411.html


夏に向けて、農作業中に熱中症になる人が増えてきます。予防のポイントは、暑さを

避ける、こまめな休憩と水分補給、単独作業は避ける、熱中症対策アイテムの活用等。正しい

知識を身につけ、予防しましょう！

【お問合せ先】 九州農政局福岡県拠点地方参事官室
〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉3-17-21 TEL 092-281-8261（代表）
https://www.maff.go.jp/kyusyu/fukuoka/index.html

熱中症を予防しよう！

JA糸島女性部が消費・安全局長賞を受賞

ディスカバー農山漁村の宝アワード ～第12回選定～

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/hyousyo/10th/boshu.html

～ 第９回食育活動表彰  ～

https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nousei/250602.html

▷ 熱中症対策（農林水産省サイト） https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/nechu.html

農山漁村の地域資源を引き出すことにより地域の活性化や所得向上に取

組んでいる優良な事例を選定・発信し、他地域への波及を図る取組です。

本年も、他の地域の参考となるような素晴らしい取組事例を募集します。

応募期間：８月12日（火）まで

▷ 詳細はこちら  →

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/gekkan/r06/r06_1.html

食育を推進する優れた取組を表彰する「食

育活動表彰」の教育関係者・事業者部門の農

林漁業者等の部でJA糸島女性部が消費・安全

局長賞を受賞しました。JA糸島女性部は、食

品ロスを見直し、「こども食堂」や「フードパント

リー*」などの取組を行っています。地元の直

売所や家庭から提供された消費しきれない食

材を集め、それらを地域で必要としている場

所や団体に無償で届けています。 動画「糸島の愛とパワーをお届けします！」

募集締切：８月29日（金）必着

▷ 詳細はこちら (農林水産省サイト)

▷ 第９回食育活動表彰結果 (農林水産省サイト)

▷ 令和６年度食育月間の取組（都道府県・政令

指定都市別） (農林水産省サイト)

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/hyousyo/9th/result.html

第10回 食育活動表彰 募集中です

む ら

＊寄附食品を最終受益者に直接提供する活動。

６月は食育月間です
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